
１．

道
州
制
は
財
政
破
綻
回
避

の
唯
一
の
解
決
策

道
州
制
は
財
政
破
綻
回
避
の
決
定
打

で
あ
り
、
唯
一
の
解
決
策
で
あ
る
。
ま

た
、
財
政
破
綻
に
間
に
合
わ
な
け
れ
ば
、

そ
れ
か
ら
抜
け
出
て
、
国
を
再
建
す
る

最
も
効
果
的
な
手
段
が
道
州
制
で
あ
る
。

財
政
破
綻
後
の
日
本
の
立
て
直
し
は
、

こ
の
か
た
ち
が
ベ
ス
ト
で
あ
る
。

道
州
制
は
、
１
０
０
０
万
人
ぐ
ら
い

の
単
位
で
、
住
民
が
州
と
し
て
独
立
宣

言
を
し
、
自
ら
の
手
で
自
ら
の
た
め
に

国
造
り
を
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

国
に
は
、
外
交
と
軍
事
と
、
大
き
な

経
済
政
策
、
社
会
政
策
だ
け
を
任
せ
れ

ば
よ
い
。
あ
と
は
、
州
が
自
分
の
責
任

で
や
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
日
本

が
今
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
よ
う
に
な

る
こ
と
を
意
味
す
る
。

道
州
制
で
は
、
明
治
か
ら
続
く
国
の

官
僚
組
織
を
根
本
的
か
ら
改
革
し
、
地

方
の
役
人
組
織
を
再
構
成
す
る
。
こ
の

処
理
の
な
か
で
、
官
僚
組
織
の
非
効
率

な
部
分
を
排
除
し
、
行
政
コ
ス
ト
も
大

幅
に
カ
ッ
ト
す
る
。

た
だ
し
、
中
途
半
端
は
逆
効
果
だ
。

今
ま
で
の
都
道
府
県
に
上
乗
せ
す
る
よ

う
な
方
法
で
は
、
や
ら
な
い
ほ
う
が
い

い
。
道
州
制
を
導
入
す
れ
ば
、
そ
れ
に

対
応
す
る
都
道
府
県
は
廃
止
す
る
こ
と

が
大
前
提
で
あ
る
。
そ
し
て
、
国
の
行

政
事
務
の
多
く
を
、
州
に
移
管
す
る
こ

と
に
な
る
。

高
度
経
済
成
長
は
、
東
京
一
極
集
中

で
成
功
さ
せ
た
。
し
か
し
、
そ
の
結
果
、

地
方
の
過
疎
化
が
進
み
、
日
本
経
済
全

体
の
足
を
引
っ
張
る
状
況
と
な
っ
て
い

る
し
、
一
極
集
中
の
結
果
、
政
財
官
の

利
権
が
集
中
し
、
変
革
に
対
す
る
日
本

の
機
能
不
全
も
招
来
し
て
い
る
。

道
州
制
は
、
日
本
特
有
の
文
化
が
花

開
き
、
日
本
人
が
世
界
に
飛
び
出
し
て

い
っ
た
、
あ
の
活
力
の
あ
っ
た
戦
国
時

代
の
よ
う
な
、
分
国
的
な
状
態
を
、
今

の
日
本
に
再
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
た

だ
違
い
は
、
武
力
で
な
く
、
そ
の
知
恵

と
経
済
力
で
競
い
合
う
の
で
あ
る
。

２．

道
州
制
は
日
本
経
済
を
活

性
化
さ
せ
る
切
り
札

日
本
人
の
最
大
欠
点
は
、
と
に
か
く
、

「
何
で
も
や
っ
て
欲
し
い
」
と
い
う
こ
と

だ
。
そ
し
て
、
う
ま
く
い
か
な
け
れ
ば

「
社
会
が
悪
い
、
政
府
が
悪
い
」
と
な
る
。

給
料
が
安
け
れ
ば
、
そ
れ
も
政
治
の
せ

い
。
悪
い
の
は
全
部
他
人
で
、
自
分
は

悪
く
な
い
。
成
功
者
を
み
れ
ば
妬
ま
し

く
、「
格
差
是
正
」
の
大
合
唱
と
な
る
。

日
本
中
が
「
甘
え
」
の
巣
窟
で
、
わ

が
ま
ま
を
し
て
い
て
も
最
後
は
親
が
何

と
か
し
て
く
れ
る
と
い
う
、「
甘
え
」
社

会
が
今
の
日
本
で
あ
る
。

民
主
主
義
社
会
は
市
民
が
主
権
を
持

つ
。
主
権
者
と
は
社
会
の
最
高
権
利
者

で
あ
り
、
民
主
主
義
社
会
で
最
終
責
任

を
取
る
の
は
市
民
だ
。
し
か
し
、
権
利

が
あ
れ
ば
責
任
が
あ
る
。
こ
の
社
会
が

良
い
か
悪
い
か
は
市
民
の
責
任
で
あ
り
、

政
治
家
が
頼
り
な
け
れ
ば
そ
れ
は
選
ん

だ
市
民
の
責
任
だ
。
社
会
が
悪
け
れ
ば
、

そ
れ
を
よ
く
す
る
責
任
は
主
権
者
た
る

市
民
に
あ
る
。
誰
か
に
責
任
を
な
す
り

つ
け
る
わ
け
に
い
か
な
い
。
そ
れ
が
民

主
主
義
と
い
う
も
の
だ
。

こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
道
州
制
は
日

本
の
活
性
化
の
切
り
札
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
、「
何
で
も
や
っ
て
ほ
し
い
人
間
で
」

あ
る
国
民
性
を
改
変
し
、
そ
の
勢
い
で
、

地
域
を
活
性
化
し
、
日
本
全
体
を
活
性

化
す
る
絶
好
の
チ
ャ
ン
ス
と
な
る
か
ら

だ
。
沈
滞
す
る
日
本
経
済
復
興
の
唯
一

の
切
り
札
は
、
こ
の
道
州
制
で
あ
る
。

何
で
も
や
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
国
民

性
は
、
１
億
２
７
５
０
万
人
と
い
う
日

本
の
人
口
が
、
そ
の
欠
点
を
増
長
し
て

い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
国
の
人
口
は

日
本
の
半
分
ぐ
ら
い
で
あ
る
。
イ
ギ
リ

ス
は
６
１
５
０
万
人
、
フ
ラ
ン
ス
は
６

５
４
０
人
、
ド
イ
ツ
は
８
１
７
５
万
人

だ
。
人
口
が
少
な
い
方
が
、
国
民
に
、

自
分
の
国
を
よ
く
す
る
責
任
を
負
わ
せ

や
す
い
と
い
う
こ
と
は
、
容
易
に
想
像

が
つ
く
。

北
欧
の
高
度
福
祉
諸
国
の
人
口
は
、

１
０
０
０
万
人
以
下
だ
。
ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
は
９
３
０
万
人
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
４
８

０
万
人
、
デ
ン
マ
ー
ク
５
５
０
万
人
で

あ
る
。
こ
れ
な
ら
ま
と
ま
り
や
す
く
、

自
分
た
ち
の
国
は
、
自
分
た
ち
の
責
任

と
い
う
意
識
を
持
た
せ
や
す
い
は
ず
だ
。

３
億
２
５
０
０
万
人
の
ア
メ
リ
カ
は
、

50
州
と
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
Ｃ
に
わ
か
れ
て

い
る
。
各
州
は
、
平
均
６
０
０
万
人
だ
。

こ
れ
は
北
欧
並
み
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

州
は
大
き
な
権
限
を
持
ち
、
外
交
と
軍

事
を
除
け
ば
、
一
つ
の
国
と
い
っ
て
い

い
だ
け
の
権
能
を
有
し
て
い
る
。
こ
れ

く
ら
い
の
人
口
が
、
住
民
が
自
立
し
、

自
分
た
ち
の
州
が
ど
う
な
る
か
の
責
任

を
と
れ
る
、
効
果
的
な
単
位
で
あ
ろ
う
。

日
本
も
道
州
制
に
よ
り
、
１
０
０
０

万
人
く
ら
い
の
州
に
分
割
す
れ
ば
、
全

体
が
見
渡
し
や
す
い
の
で
、「
こ
こ
は
自

分
た
ち
の
州
で
あ
り
、
こ
こ
が
良
く
な

る
か
ど
う
か
は
、
自
分
達
の
責
任
」
と

い
う
意
識
を
も
た
せ
や
す
い
は
ず
だ
。

第66回　財政破綻は回避できるか？（その２）
道州制が唯一の解決策

「「 甘甘 ええ 」」 がが 日日 本本 をを 滅滅 ぼぼ すす
どうすれば強い日本を作れるのか

弁護士　金子博人
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■ 随想　「甘え」が日本を滅ぼす

そ
う
す
れ
ば
、「
何
で
も
や
っ
て
ほ
し
い
」

と
い
う
「
甘
え
」
を
克
服
し
、
住
民
の

自
立
心
に
よ
り
、
経
済
や
社
会
を
活
性

化
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

戦
国
時
代
は
、
国
が
互
い
に
豊
か
さ

を
競
い
合
っ
た
。
分
国
的
な
状
況
の
中

で
、
日
本
特
有
の
文
化
が
花
開
き
、
日

本
人
が
世
界
に
飛
び
出
し
て
い
っ
た
、

活
力
の
あ
っ
た
時
代
だ
っ
た
。
道
州
制

は
、
日
本
人
が
海
洋
民
族
を
目
指
し
た
、

あ
の
戦
国
時
代
の
再
現
と
見
る
こ
と
も

で
き
る
で
あ
ろ
う
。

３．

中
央
政
府
の
負
担
軽
減
と

税
収
の
調
整

道
州
制
で
は
、
中
央
政
府
は
、
外
交
、

国
防
の
ほ
か
、
経
済
政
策
、
社
会
政
策

の
大
枠
の
み
担
当
す
る
。
そ
の
余
は
、

地
方
に
任
せ
る
こ
と
に
な
る
。
各
州
で

は
税
収
等
の
財
源
を
確
保
し
、
住
民
は
、

自
ら
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
を
、
自
ら
の

ア
イ
デ
ィ
ア
、
努
力
に
よ
り
運
営
し
、

発
展
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

現
代
社
会
は
、
中
央
政
府
の
や
る
べ

き
こ
と
は
激
増
し
て
い
る
。
そ
の
負
担

を
軽
減
し
な
け
れ
ば
、
中
央
政
府
は
良

い
政
治
は
で
き
な
い
。
日
本
は
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
大
国
の
２
倍
の
人
口
を
有
し
、

先
進
国
で
は
、
ア
メ
リ
カ
に
次
ぐ
人
口

を
擁
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
中
央
政
府

の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
の
た
め
に
は
、
ア
メ

リ
カ
の
州
の
よ
う
に
分
国
化
は
必
須
と

い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
各
州
に
お
い
て
、
自
分

た
ち
が
そ
れ
ま
で
受
け
て
い
た
サ
ー
ビ

ス
を
受
け
る
た
め
に
は
、
首
都
圏
を
の

ぞ
い
て
、
従
来
の
税
収
で
は
赤
字
と
な

っ
て
し
ま
う
は
ず
だ
。
つ
ま
り
、
今
は
、

地
方
の
活
力
が
不
足
し
て
い
て
、
首
都

圏
の
富
を
分
け
て
も
ら
っ
て
初
め
て
、

地
方
が
成
り
立
っ
て
い
る
の
が
実
情
な

の
だ
。

と
い
う
こ
と
は
、
最
初
は
、
首
都
圏

以
外
の
州
は
、
首
都
圏
の
州
か
ら
補
助

し
て
も
ら
う
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ

り
、
自
分
た
ち
は
、
人
の
富
に
如
何
に

依
存
し
て
き
た
か
が
、
認
識
で
き
る
は

ず
だ
。
し
か
し
、
こ
の
補
助
は
毎
年
減

少
さ
せ
て
５
年
後
に
は
ゼ
ロ
と
す
る
と

い
う
よ
う
な
政
策
も
合
わ
せ
て
必
要
で

あ
る
。
州
が
自
立
で
き
な
け
れ
ば
、
道

州
制
の
意
味
が
無
い
か
ら
だ
。

そ
も
そ
も
地
方
の
中
央
へ
の
依
存
心

が
、
日
本
の
活
力
を
減
退
さ
せ
て
い
る
。

道
州
制
を
導
入
し
て
、
こ
の
依
存
心
を

払
底
し
、
地
方
は
、
そ
の
知
恵
と
努
力

に
よ
っ
て
、
豊
か
な
社
会
を
構
築
し
て

欲
し
い
の
だ
。
こ
の
各
州
の
努
力
が
、

国
全
体
の
活
力
も
向
上
さ
せ
る
こ
と
に

な
る
は
ず
で
あ
る
。

４．

導
入
手
続
き
は

道
州
制
導
入
に
当
た
っ
て
、
憲
法
改

正
は
不
要
で
あ
る
。
日
本
国
憲
法
は
、

都
道
府
県
制
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

は
書
い
て
い
な
い
。
如
何
な
る
仕
組
み

で
地
方
自
治
を
実
現
す
る
か
は
、
国
民

に
任
せ
て
い
る
の
だ
。
こ
の
点
、
憲
法

改
正
が
必
要
な
首
相
公
選
制
と
は
違
い
、

導
入
の
ハ
ー
ド
ル
が
低
い
。

と
は
い
え
、
導
入
の
最
大
の
障
害
は

官
僚
の
抵
抗
で
あ
ろ
う
。
道
州
制
で
は
、

国
の
役
人
の
相
当
部
分
、
地
方
の
役
人

の
半
数
は
不
要
と
な
る
か
ら
だ
。
そ
の

た
め
、
導
入
の
た
め
に
は
、
全
国
一
斉

に
実
行
す
る
と
い
う
平
等
主
義
で
は
、

永
久
に
実
現
不
可
能
で
あ
る
。

導
入
手
続
き
を
法
律
で
あ
ら
か
じ
め

決
め
て
お
き
、
住
民
投
票
で
賛
同
を
獲

得
で
き
た
と
こ
ろ
か
ら
随
時
実
行
す
る

と
よ
い
。
導
入
の
是
非
、
範
囲
を
決
め

る
の
は
、
住
民
投
票
で
あ
る
。
設
立
を

主
導
す
る
仮
州
政
府
の
設
立
手
順
も
、

法
律
で
ス
キ
ー
ム
化
し
て
お
く
こ
と
に

な
ろ
う
。

州
の
人
口
は
、
前
述
の
と
お
り
、
１

０
０
０
万
人
前
後
が
理
想
だ
。
多
す
ぎ

る
と
、「
甘
え
」
が
頭
を
も
た
げ
、
人
任

せ
に
な
っ
て
上
手
く
い
か
な
い
。
少
な

す
ぎ
て
も
、
活
力
を
得
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
最
低
は
、
４
０
０
〜
５
０
０
万

人
、
最
大
は
、
１
５
０
０
万
人
前
後
で

あ
ろ
う
。

東
京
は
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
Ｃ
の
如
く
一

つ
で
十
分
だ
。
神
奈
川
県
は
、
３
５
０

万
人
の
日
本
第
二
の
大
都
市
横
浜
を
有

し
て
お
り
、
人
口
は
既
に
９
０
０
万
人

あ
る
。
一
つ
で
も
十
分
で
あ
る
。
人
口

が
９
０
０
万
に
近
い
大
阪
府
も
一
つ
で

よ
い
。

も
と
も
と
地
方
経
済
が
活
発
な
北
九

州
は
、
人
口
が
５
０
０
万
人
の
福
岡
に
、

大
分
や
佐
賀
、
長
崎
が
一
体
と
な
っ
て
、

１
０
０
０
万
人
程
度
の
州
と
し
て
、
独

立
宣
言
を
し
て
欲
し
い
も
の
だ
。
人
口

５
０
０
万
人
の
北
海
道
も
、
他
に
先
駆

け
て
単
独
で
導
入
し
、
成
功
例
を
提
供

し
て
ほ
し
い
も
の
だ
。

北
日
本
大
震
災
の
被
災
地
の
東
北
も
、

そ
の
復
興
の
た
め
に
、
道
州
制
を
先
行

導
入
し
て
、
州
に
そ
の
復
興
を
主
導
さ

せ
れ
ば
、
効
果
的
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、

東
北
６
県
で
人
口
は
１
０
０
０
万
人
満

た
な
い
。
全
体
が
一
州
で
も
よ
い
。
た

だ
、
ま
と
ま
り
に
く
け
れ
ば
、
５
０
０

万
く
ら
い
で
、
二
つ
に
分
か
れ
て
も
良

い
で
あ
ろ
う
。
ど
う
分
け
る
か
は
、
住

民
の
意
志
で
あ
る
。

５．

か
な
が
わ
州
は
ど
う
な
る

か
次
回
以
降
で
は
、
私
は
横
浜
市
民
な

の
で
、
人
口
９
５
０
万
の
神
奈
川
県
を

一
つ
の
州
に
見
立
て
て
、「
か
な
が
わ
州
」

を
、
州
知
事
に
な
っ
た
つ
も
り
で
、
国

造
り
の
絵
を
描
い
て
み
よ
う
。

金
子
博
人

（
か
ね
こ
・
ひ
ろ
ひ
と
）

金
子
博
人
法
律
事
務
所
。
弁
護
士
。
早
稲
田
大
学
法

学
部
卒
業
、
同
大
学
院
修
士
課
程
（
商
法
）
終
了
。

１
９
７
７
年
４
月
弁
護
士
開
業
。
国
際
旅
行
法
学
会

（
Ｉ
Ｆ
Ｔ
Ｔ
Ａ
）
会
員
。
大
東
文
化
大
学
法
科
大
学

院
、
日
本
大
学
法
科
大
学
院
講
師
。
市
場
取
引
監
視

委
員
会
委
員
（
東
京
工
業
品
取
引
所
）。
日
本
プ
ラ

イ
ム
リ
ア
ル
テ
ィ
投
資
法
人
執
行
役
員
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掲載内容の無断転載・転用を固く禁じます。 

 

金子博人法律事務所 

〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目10番4号 和孝銀座8丁目ビル7階 

http://www.kaneko-law-office.jp 
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